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養育費保証サービス「養育費保証PLUS」を運営する株式会社Casa（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：
宮地正剛）は、11月20日に国際記念日として制定されている「世界こどもの日」に先立ち、11月15日(金)
『離婚後のパパママと考える子どもの養育費座談会』を開催いたしました。

【開催の経緯】
Casaでは、ひとり親世帯の養育費問題や、子どもの教育格差、体験格差などの、貧困問題について、サポ

ートを行ってきました。近年、離婚後のひとり親世帯の3人に2人は養育費を受け取れていないという現状が
あります。また、今年の6月に子どもの貧困対策“改正法”が成立しました。改正法案では、離婚後のひとり親
への養育費の支払いを促すため、政府が、養育費を受け取っている親の割合を定期的に調査し、対策の検証
を行うことも定められています。こうした社会情勢を背景に、ひとり親世帯への注目度が高まる一方で、“養
育費を支払っている人”、“支払えていない人”がいることも現実です。
そこで、“養育費を受け取っている人”、“受け取れていない人”、“養育費を支払っている人”、“支払えてい

ない人”、それぞれの立場で、本音や実情を話し合い、子どもの養育費、教育環境などを見つめ直し、理解と
歩み寄りのきっかけを創出する機会として、11月20日「世界こどもの日」に向けて、座談会を開催する運び
となりました。

▪︎ 開催日時： 2024年11月15日（金）19:00〜20:30
▪︎ 会 場： 株式会社Casa東京本社（東京都新宿区西新宿2‒6‒1 新宿住友ビル30F）

【座談会ハイライト】
①養育費未受領率72%「子どもの権利を奪われている人の数だと思う」
②養育費、何に使われてる？「定期的な報告が養育費を支払うモチベーションに」
③養育費があったら「習い事ができ、子どもの可能性を広げられる」
④元パートナーとの調停「強制執行するにも、手続きの負担がかかるのは養育費を受け取る側」
⑤離婚時の書面での取り決め「今となっては、本当にしてよかった」
⑥養育費の話し合い「当事者間だけでは無理」
⑦養育費保証サービス「もっと早く知りたかった」
⑧4者が集まる座談会「夫側の立場の人の意見を聞くのは初めてで、新鮮だった」
Casa「本日の議論が今後の養育費確保に向けた、新しい解決の第1歩になると願っている」

「ほかの立場の人の意見を聞くのは初めてで、新鮮だった」
養育費保証サービス「もっと早く知りたかった」

世界こどもの日企画
離婚後のパパママと考える子どもの養育費座談会

“養育費を受け取っている人・受け取れていない人”
“養育費を支払っている人・支払えていない人”それぞれの立場が集まり議論を展開
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株式会社Casa
「本日の議論が今後の養育費確保に向けた、新しい解決の第1歩になると願っている」

＜冒頭＞
未だにまだひとり親家庭の方の養育費に関わる問題はたくさんありますが、このような社会課題が大きな

問題として浮き彫りになる中で、本日、このようにそれぞれの立場の方にお集まりいただきまして、 貴重な
お話を伺える、そして理解を深める機会を持てたということは、とても貴重で、大変意義深く感じておりま
す。養育費に関しましては、自治体の方でも補助金が出るなど注目も高まっておりますので、今回のこの座
談会を皆様の深い理解と実際の現状を知っていただく場になれば嬉しいです。

＜総論＞
「第三者が入ること」が大変重要だということを、今日皆さんの意見を聞いていてすごく感じてます。そ

れが国であったり、民間であってもいいと思っており、Casaとしてその役割を担っているとも今回改めて感
じました。

Casaの養育費保証事業とは

養育費の立替を保証するサービス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Casa 経営管理部

コード番号：7196 東証スタンダード

TEL：03-6894-1388

MAIL:contact@casa‒inc.co.jp
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